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株式譲渡制限規定設定の定款変更に係る公告 

 

当社は、2024 年 6 月 27 日に開催された当社の第 81 回定時株主総会におい

て承認可決された株式移転の効力発生後、2024 年 10 月１日付で定款を変更

して、譲渡による株式の取得につき取締役会の承認を要する旨の定めを設け

ることにいたしましたので、公告いたします。 

 

以上 


